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この『熊大省エネニュース』は、省エネルギーに関する周知・啓発を目的として、
メーリングリスト登録者宛に配信しております。
-------------------------------------------------------------------------------
**等幅フォントで調整しております**

いつも、省エネにご協力いただき有難うございます。

周囲の景色に秋の訪れを感じる今日この頃ですが、皆さまにおかれましては如何
お過ごしでしょうか。

早速ですが、創刊号の熊大省エネニュースをお送りします。

まずは、冬にむけての省エネ手法を紹介します。

---　加湿は、風邪やインフルエンザの予防に有効ですが、省エネにも有効です。---

経験的にご存知と思いますが、同じ気温でも、風が強いとき弱いとき、湿度が高い
とき低いときでは、体感温度が異なります。
体感温度には、「気温（室温）、放射熱、湿度、気流、着衣量及び代謝」の６つの
要素があると言われておりますが、今回は湿度にスポットをあてます。

健康な人間は、常に代謝に伴う熱を産生しています。
このため、常に汗をかき、汗が蒸発するときの気化熱で体温の一部を奪い去り、体
温を一定に調節しています。

湿度が高いときは汗が蒸発しにくくなり、身体に熱が貯まっていきがちになります。
つまり、湿度を上げて汗が蒸発しにくい環境を作れば温かく感じるというわけです。

加湿する場合、カビの繁殖や結露に配慮しなければなりませんから、おおよそ４０
から６０％程度の湿度が適切です。
加湿器は、加湿方式毎に、スチーム式、超音波式、気化式及びハイブリッド式の製
品が市販されています。
それぞれ一長一短がありますので用途に応じてお選びになって下さい。
簡単な特徴を以下に記します。

　・スチーム式　　　　電気ヒーターで水を沸騰させ、この時に生じる蒸気で加湿。
　　　　　　　　　　　　長所：水を沸騰させるので雑菌等が発生しにくい。
　　　　　　　　　　　　短所：消費電力が大きく省エネには適さない。

　・超音波式　　　　　超音波振動子により水を小さな粒子化にして噴きだし加湿。
　　　　　　　　　　　　長所：消費電力が小さい。
　　　　　　　　　　　　短所：雑菌等が繁殖し易いので、こまめな手入れが必要。

　・気化式　　　　　　水を含ませたフィルターに風を通過させ、これを吹きだし
　　　　　　　　　　　て加湿。
　　　　　　　　　　　　長所：消費電力が小さい。
　　　　　　　　　　　　短所：雑菌等が繁殖し易いので、こまめな手入れが必要。
　　　　　　　　　　　　　　　機器が大型になりやすい。

　・ハイブリッド式　　水を含ませたフィルターに電気ヒーターで暖めた風を通過
　　　　　　　　　　　させ、これを吹きだして加湿。
　　　　　　　　　　　　長所：消費電力が気化式よりも大きく、スチーム式より
　　　　　　　　　　　　　　　も小さい。
　　　　　　　　　　　　短所：雑菌等が繁殖し易いので、こまめな手入れが必要。
　　　　　　　　　　　　　　　価格が高価になりがち。

いずれも、取扱説明書に記載された方法で定期的な手入れを行い、快適な職場環境
を維持しましょう。



_/_/_/_/_/_/_/ 今回のトピックです _/_/_/_/_/_/_/

--- 何故、｢蛍光灯器具及びランプの清掃を行う｣が、省エネなのかご存知ですか？ ---

本学のエネルギー管理標準（全学）にも、｢ランプ交換時に器具の清掃を行う。｣が
記載されておりますが、疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。
少々難しいお話しもありますがお付き合い下さい。

一般に、照明設備は長時間使用しますと、光源（ランプ）自体の光束（簡単にいえ
ば明るさ）の低下や、器具表面の汚れ、室内面の汚れによって照度が徐々に低下し
てきます。このような照度の低下を補うため照明計算の中に各種の状況を想定した
補正係数(保守率)を加え、必要な照度(維持照度)より高い値を計画します。

気がつきましたか？
汚れを落とすと必要な照度より明るくなるのです。
ということは、必要以上の部分は無駄ですから消灯すれば良いのです。
エネルギーの利用の無駄を省く。。。省エネですね！

[ 編集後記 ]

熊大省エネニュース創刊号をお送りさせて頂きましたが如何でしたでしょうか。
１回／月の間隔で配信していきますので参考になさって下さい。

今後は皆さまからの提案や質問にもお答えさせて頂く予定にしております。

例えば、

　Ｑ：夏場の室温は２８度に設定ということを巷でも聞きますが、どのようなことに
　　　基づいているのですか？

　Ａ：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(通称：ビル管理法施行令)
　　　及び労働安全衛生法事務所衛生基準規則(通称：事務所則)に拠れば、

　　　　１．ビル管理法施行令第二条一項イ四号
　　　　　　　・十七度以上二十八度以下
　　　　　　　・居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著し
　　　　　　　　くしないこと。
　　　　２．事務所則第五条三項
　　　　　　　事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上
　　　　　　　二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下
　　　　　　　になるように努めなければならない。

　　　と定められており、この記述を根拠としています。

省エネルギー推進活動に関するご意見やご要望がありましたら、下記の問い合わせ先まで
お寄せ下さい。

-----------------------------------------------
発　　　　行：施設・環境委員会

問い合わせ先：運営基盤管理部施設管理ユニット
　　　　　　　エネルギー管理担当
　　　　　　　[E-mail]  sis-energy@jimu.kumamoto-u.ac.jp


